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平成２８年度蓮田白岡衛生組合一般会計歳入歳出決算審査意見書の意見等へ

の対応状況について（通知） 

 

 このことについて、別紙のとおり通知します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

平成 28 年度 蓮田白岡衛生組合一般会計決算審査意見書  

ペ

ー
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項目 要望内容 改善内容 所属課 

9 第 9 

むすび 

第 １ 提

言 要 望

事項 

１  予

算 執 行

計 画 と

補 正 予

算・流用

に つ い

て  

3 款 衛生費、1 項 清掃費、

1 目 清掃総務費、12 節 役務

費の「指定ごみ袋売捌手数

料」の 247,000 円と 13 節委

託料の「指定ごみ袋製作及び

配 送 業 務 委 託 料 」 の

1,173,000円を 12月補正予算

でそれぞれ減額しているが、

同節の予算額に不足が生じ

たため同目の需用費から役

務費へ 84,000 円、委託料へ

209,000 円を流用増額してい

る。予算執行計画の具体的な

活用を図るとともに予算執

行額については、常に予算執

行計画と照合、確認を行い適

正な予算執行を行うべきで

ある。 

指定袋販売店の中で多量販売実

績の店舗にあっては多くの在庫を

保管していることがうかがえ、安

定した数量の配送を行っていくた

め、多量販売店舗へは一定量の在

庫を持つよう指導してまいりま

す。 

また、予算執行計画に関しては、

指定袋販売店からの注文状況を常

に把握するとともに、実績等を考

慮し、予算執行計画表の作成並び

に予算の執行を行ってまいりま

す。 

廃棄物

対策課 

9 第 9 

むすび 

第 1 提言

要 望 事

項  

2  工事

の 適 正

発 注 に

ついて 

修繕工事等の発注は、「組

合建設工事等指名業者選定

基準」に基づいて指名業者の

選定を行っているが、担当課

から提出された「契約に関す

る説明資料」によると、Ｃ級

の機械工事発注基準にＡ級

に格付された業者が指名選

定されていたり、同種のＤ級

工事の発注基準にＡ級やＢ

級に格付されている業者が

指名選定されていた事例が

見受けられたが、指名業者の

選定に当たっては、選定基準

に基づいて適正に指名選定

すべきである。 

 

 

 

選定基準の運用に当たっては、

「蓮田白岡衛生組合建設工事等指

名業者選定基準」により指名業者

の選定を行うものとし、特殊な技

術を要する工事等（プラントに係

る工事及び修繕）及び指名業者数

が基準に満たない場合並びに製造

業者等、上位の業者を選定するこ

とが適当と認められるときは、選

定することができるものとして運

用してまいります。  

庶務課 



 

10 第 9 

むすび 

第 １ 提

言 要 望

事項 

3  契約

締 結 の

時 期 に

ついて 

業務委託や修繕工事の発

注に際しては、当組合で平成

28 年 9 月 1 日に作成した「契

約実務マニュアル」に基づい

て指名業者を選定し、契約の

締結は落札決定通知が業者

に到着した日から 7 日以内に

契約を締結すると定められ

ているが、担当課から提出さ

れた「契約に関する説明資

料」を審査したところ、指名

競争入札で落札した落札業

者が、契約を締結するまで 27

日間が経過していたものが

あった。 

また、この他にも修繕工事

等も含めると指名競争入札

での落札業者との契約にお

いて 7 日以上を経過して契約

していたものが 4 件見受けら

れたが、これらについては、

「契約実務マニュアル」に基

づいて適切に処理すべきで

ある。 

現行の「契約実務マニュアル」

による契約では、落札決定通知到

着後７日以内と定めております

が、契約保証金の納付確認後の契

約締結を遵守するのはもちろん

のこと、今後は、契約規則及び契

約実務マニュアルを改正し、落札

決定通知が業者に到着した日か

ら 7 日以内（土、日、祝日を除く）

に契約を締結することといたし

ます。 

庶務課 

10 第 9 

むすび 

第 １ 提

言 要 望

事項 

4  物品

購 入 の

納 入 期

限 の 設

定 と 指

名 競 争

入 札 に

ついて 

施設課の 3 款 衛生費、１項 

清掃費、2 目 じん芥処理費の

11 節 需用費の薬品費（特号

消石灰）の購入において、「蓮

田白岡衛生組合物品購入単

価契約約款」第 3 条第 3 項の

検査及び第 4 条の担保責任の

規定を遵守し、適正な納入期

限の設定を行うべきある。 

また、本件の指名競争入札

において 6 社を指名して入札

が執行されていたが、結果的

に 5 社が入札を辞退してい

た。このことから、設計額の

積算並びに指名業者の選定

に当たっては慎重かつ適切

に実施するべきである。 

今後は、薬品の納入期限を適正

な期間になるように設定します。  

また、設計額の積算にあたって

は、業務の特殊性から設計額設定

のため、参考として施工可能な業

者複数より見積りを徴収し細部に

わたり設計額を設定しているとこ

ろですが、比較的時価の変動が大

きい薬品類については、入札時期

に合わせ再度、設計金額を見直し、

確認するなど慎重な積算を行って

まいります。  

施設課 

 


